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孤独死の発生ならびに予防対策の実施状況に関する全国自治体調査
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目的 孤独死の発生状況，孤独死問題への認識，孤独死の判定基準，孤独死者の属性等の情報把握

率，孤独死予防対策の実施状況などについて明らかにすることを目的として，全国の自治体を

対象に質問紙調査を行った。

方法 東京23区を含む全1,811の市町村に調査票を郵送し，961の自治体から回答が得られた（回収
率53.1）。自治体を人口規模別に 4群に分け，回答を比較した。

結果 以下の主な結果が得られた。1) 孤独死実態調査を実施（実施中・実施予定含む）していた
自治体は全体の16.8で，大規模自治体の実施率が比較的低かった。2) 孤独死問題を「重要
だが二次的課題である」とする自治体は全体の72.0で，人口規模に関わらず多かった。3)
孤独死発生率は全体で人口千人あたり約0.10人であった。4) 非高齢者や非独居者などの事例
も孤独死としていた自治体とそうでない自治体があった。5) 孤独死者の情報把握率は，性別
（55.1）が最も高く，死亡原因（28.1）の把握率は最も低かった。小規模自治体ほど総じ
て情報把握率が低かった。6) 全体の84.2の自治体が孤独死予防対策として「巡回・訪問活
動」を実施していた。最も実施率が低い対策は「条例の発案や制定」で，全体の0.5にとど
まった。7) ｢巡回・訪問活動の担い手」は，自治会やボランティアなどの民間組織（88.0）
と，福祉事務所や保健所などの行政関連機関（76.4）が総じて多かった。小規模自治体で
は，大規模自治体よりも「家族・地域住民」，「警察・消防署員」など多様なネットワーク要員

が担い手となっていた。8) 孤独死予防対策遂行上の利点として，とくに小規模自治体で「地
域の強いつながり」と「目配りの利きやすさ」が挙げられた。遂行上の難点としては，とくに

大規模自治体で「地域の弱いつながり」と「住居構造の障害」が挙げられた。「人手不足」，

「支援や関わりの拒否」，「地理的障害」は，人口規模に関わらず挙げられた難点であった。

結論 孤独死を巡る我が国の現状に関して，実態把握ができている自治体が少ないこと，定義が不

統一なまま調査が行われていることなどが明らかとなった。孤独死予防対策の実施状況に関す

る地域差も認められた。本研究で得られた知見は，我が国の高齢者福利厚生施策の基礎的資料

となるとともに，地域の状況に沿った孤独死対策の立案や遂行に資するものと考えられる。

Key words高齢者，高齢社会，孤独死，全国調査

 緒 言

長期に渡り世界の最長寿国としての地位を保って

いる我が国は，人口構成の変化も進んでいる。少子

化傾向と相まって，日本の65歳以上人口割合は

23.1（2011年 2月 1日現在）と，およそ 4人に 1
人が高齢者という社会が実現した1)。高齢化が，医

療技術の進歩や安全性の向上の成果であることは疑

いない。しかし一方で，高齢化の進行は，我々をさ

まざまな問題に直面させることにもなった。その一

つとして近年，注目されているのが孤独死である。

孤独死という言葉は，1970年代にはすでに新聞等
で用いられていたが2)，広く一般に知られるきっか

けとなったのは，1995年の阪神・淡路大震災であ
る3,4)。震災後 2か月を過ぎても行き場がなく，仮
設住宅での生活を余儀なくされた一人暮らし者が，

自室で死亡したまま数日間気づかれずに放置されて

いた事例が，「孤独死」という表現を用いて報道さ

れたのである5)。ところがその後，都市部の団

地6～8)や地域の市町村部9,10)などにおいて，事故や

災害とは無関係であるにもかかわらず，孤独死が発

生していることが明らかとなった。これらの孤独死

者の多くは，震災時と同様，高齢者であったことか

ら，額田5)は，阪神・淡路大震災における孤独死を
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「二十一世紀に老いを迎える人たちの平均的な未来

像」であったと述べている。実際，孤独死に関する

新聞や雑誌による報道は，震災後10年を経ても毎年
百件を割ることはない2)。つまり孤独死は，すでに

事故や災害時における例外的な出来事ではなく，高

齢化やそれに派生する社会構造の変化がもたらし

た，日常的な問題であるとの認識が共有されている

といえるだろう。こうした現状を鑑みて，2007年に
は厚生労働省が「孤立死防止推進事業（「孤立死ゼ

ロ・プロジェクト」）を立ち上げ，都道府県・指定

都市による住民等への普及啓発活動の実施や，モデ

ル地域における見守り活動・ネットワークづくりな

どの取り組みを支援するまでに至っている11)。

このように，孤独死に対する国民的な関心が高ま

っている一方で，これまでの孤独死に関する議論

は，あくまでマスメディアが主導したものであり，

学術的観点から孤独死現象を考察する試みは十分で

なかった2)。実際，上田ら3)は，各種データベース

を検索した結果，孤独死に関する文献の多くが個人

的雑感や政治的記事であり，明確な研究目的を備え

た学術論文はほとんどなかったことを明らかにして

いる。このため，孤独死の概念定義や発生件数のよ

うな，学術的検討の基礎的資料となる情報は，小規

模で局地的な報告9,10,12)にとどまったまま，孤独死

のイメージ13)，地域自治会の予防活動の取り組

み14)，行政施策上の支援体制15)，などが散発的に報

告・議論されているのが現状といえる。

現在4,500,000程度の日本の高齢者単身世帯数は，

2030年には7,000,000超となることが見込まれてお
り16)，孤独死は今後，いっそう深刻な問題となって

いくだろう。実際，内閣府の全国調査によれば，60
歳以上の独り暮らし者のおよそ 3分の 2（64.7）
が孤独死を身近な問題に感じると回答している17)。

こうした事態を踏まえた公衆衛生活動として，まず

は孤独死発生の現状を明らかにする試みが求められ

ているといえるだろう。加えて，日本の孤独死を伝

える英文記事18,19)は，kodokushi（lonely death）の
ようにローマ字併記されるのが通例であり，このこ

とは，孤独死が海外では等価の現象を見出しがたい

ことを示唆している。高齢化の最前線にある我が国

が，諸外国に先んじて孤独死の実態を理解し把握し

ておくことは，老年学のフィールドとしての我が国

の独自の地位を示すことになると思われる。

そこで本研究では，孤独死の発生状況，孤独死問

題への認識，孤独死の判定基準，孤独死者の属性等

の情報把握率，孤独死予防対策の実施状況などにつ

いて明らかにすることを目的とした。

 研 究 方 法

. 対象者

東京 23区（特別区）を含む 1,811の全市町村
（2008年 4月 1日現在）の「総務部・総務課」宛て
に2008年 4月16日付で調査票を郵送し，高齢福祉保
健課など，回答が適当な部署に転送するよう依頼し

た。回収期間は 2か月とし，最終的に961の自治体
から回答が得られた（回収率53.1）。以下では，
人口データが得られなかった 1自治体を除く960自
治体のデータを分析した。

. 調査項目

自治体名と回答者の所属部署のほか，以下の項目

への回答を求めた。

1) 孤独死調査の実施状況

1. 調査済み，2� 調査中，3. 今後調査を予定し
ている，4. 調査を行う予定なし，5. その他，の選
択肢から回答を求めた。分析は，2と 3の回答をま
とめて行った（2の回答が 7件と極めて少数だった
ため）。

2) 高齢者福祉施策における孤独死問題の位置

づけ

1. 最優先の課題である，2. 重要だが二次的な課
題である，3. あまり重要でない，4. 全く重要でな
い，の選択肢から回答を求めた。

3) 孤独死発生件数

2007年 1月 1日から12月31日までの 1年間に発生
した孤独死発生件数を尋ねた。

4) 孤独死判定基準

孤独死調査の実施状況で「1. 調査済み」と回答
した自治体に質問した。すなわち，1.65歳未満，2.
自殺，3. 独居者以外，4. 自宅以外（施設や路上な
ど）での死亡，の各事例について，それぞれ孤独死

と判定したか否かを尋ねた。

5) 孤独死事例における情報把握

4)と同じく，孤独死調査を実施済みの自治体に質
問した。個々の孤独死事例について，1. 性別，2.
(推定）死亡年齢，3. 死亡原因，4. 死亡から発見
までの日数（時間），5. 第一発見者（孤独死者との
関係や続柄），6. その他，に関する情報把握を行っ
たか否かを尋ねた。

6) 孤独死予防対策の実施状況

以下の各項目について，孤独死対策を（部分的に

でも）標榜して行っているものがあるかを尋ねた。

1. 相談窓口や予防センターの設置，2. 条例の発案
や制定，3. 災害時における孤独死対策の整備，4.
緊急連絡システムの構築（独居高齢者名簿の作成，

緊急連絡先・自宅鍵の預託先の把握，対応マニュア
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表 孤独死実態調査の実施状況ならびに孤独死問題の位置づけ（単位)

全 体 人口 1万人未満 人口 3万人未満 人口10万人未満 人口10万人以上 P a

孤独死実態調査

すでに実施 9.5 13.6 11.6 6.6 6.9 0.001
実施中・実施予定 7.3 5.0 12.0 5.5 6.9
実施予定なし 72.5 68.8 68.6 79.0 72.1
その他 10.7 12.7 7.9 9.0 14.2

孤独死問題の位置づけ

最優先の課題だ 23.5 22.4 23.4 22.8 25.7 0.011
重要だが二次的課題だ 72.0 67.8 71.8 75.4 72.2
あまり重要でない 3.8 8.3 4.0 1.9 1.6
全く重要でない 0.7 1.5 0.9 0.0 0.5

a カイ二乗検定（ないし Fisherの直接法）による比較。
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ルの作成など），5. 孤独死対策設備のある住環境の
整備（ガスや電気ポットの使用状況チェック・体温

感知センサー等による遠隔からの安否確認システ

ム，通報アラームなど），6. 孤独死防止活動を行う
生活援助員，ボランティアなどの育成，7. シンポ
ジウム・講演会の開催，冊子・ポスターの作成など

の啓発・広報活動，8. 孤独死予防の先進的取り組
み地域への問い合わせや視察，9. 地域住民や民間
団体による孤独死防止活動の支援（企画や事業の助

成，活動場所の提供，独居高齢者の地域交流を活性

化するイベントの開催など），10. 巡回・訪問など
による独居高齢者への声かけ，見守り，通報体制の

整備，11. その他。
項目10の「巡回・訪問活動」を行っている自治体

には，この活動の担い手が誰であるかを，複数回答

方式で尋ねた。

7) 孤独死予防対策遂行上の利点と難点

管轄する地域に，効果的な孤独死対策を行ううえ

で利点や難点となる特徴があれば，自由記述をする

よう求めた。

. 分析方法

回答は，全体および人口規模別に集計を行った。

すなわち，全国市町村要覧20)の人口データ（2007年

3月31日現在）に照らして，自治体を 1万人未満
（222自治体，全体の23.1），3万人未満（同242自
治体，25.2），10万人未満（同292自治体，30.4），

10万人以上（同204自治体，21.3）の 4群に分類
した。同要覧記載のデータ（2005年10月 1日現在）
を用いて各群の第 1次産業構成比（全産業別就業人
口における第 1次産業就業人口の割合）を求めたと
ころ，順に20.9，13.0，8.4，3.6となり，
人口規模が大きい群ほど都市化が進んだ地域である

傾向が認められた（P＜.001）。これら 4群の各質問
への回答を，分散分析ないしカイ二乗検定により比

較検討した。セルの期待度数が 5未満のときは
Fisherの正確な検定（直接法）を用いた。二件法の
回答については，傾向分析（トレンド検定）も行っ

た。分析はすべて統計解析ソフト R21)を用いて行

った。

. 倫理的配慮

倫理的配慮として，自治体への依頼書に，調査の

目的，方法，内容の概略を示した。また，調査で得

たデータの利用は，研究発表や報告に限定するこ

と，個々の自治体名が特定できるような形での発表

や報告はしないことを明記した。調査票の個別投函

をもって調査に同意を得たものとした。

 研 究 結 果

. 孤独死調査の実施状況と孤独死問題の位置

づけ

表 1に回答をまとめた。孤独死実態調査の実施率
は全体的に低く，実施を予定してない自治体が 7割
（72.5）を占めた。この傾向は人口規模が大きい
ほうがやや強かった。一方，孤独死問題の重要性に

関する認識は，「重要だが二次的課題だ」と回答し

た自治体が，人口規模に関わらず多かった。ただ

し，カイ二乗検定の結果は有意となり，小規模自治

体は大規模自治体よりも孤独死実態調査の重要性に

対する認識がやや弱い（「あまり重要でない」，「全

く重要でない」と回答した割合が多い）傾向が明ら

かとなった。

. 孤独死発生率，孤独死の判定基準，孤独死事

例の情報把握率

孤独死実態調査を実施済みの自治体から得られた

回答を表 2にまとめた。孤独死発生率は，全体で人
口千人あたり0.10人であり，人口規模群間の有意差
も認められなかった。孤独死の判定基準について

は，全体のおよそ 4分の 1（23.6）の自治体が，
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表 孤独死発生率と孤独死の判定基準ならびに情報把握率（単位)

全 体
人口 1万人
未満

人口 3万人
未満

人口10万人
未満

人口10万人
以上 P a 傾向分析

（P)

孤独死発生率b 0.10(0.19) 0.10(0.19) 0.08(0.13) 0.06(0.05) 0.16(0.36) 0.426 0.685
孤独死の判定基準c

65歳未満 23.6 16.7 25.9 26.3 30.8 0.699 0.213
独居者以外 18.0 23.3 11.1 21.1 15.4 0.672 0.729
自殺 14.6 10.0 3.7 15.8 46.2 0.007 0.003
自宅以外 12.4 13.3 11.1 10.5 15.4 1.000 0.650

孤独死事例の把握情報d

性別 55.1 36.7 55.6 73.7 69.2 0.050 0.001
死亡年齢 52.8 36.7 48.2 73.7 69.2 0.044 0.000
死亡から発見までの日数 46.1 30.0 48.2 57.9 61.5 0.140 0.006
第一発見者 39.3 26.7 37.0 57.9 46.2 0.167 0.020
死亡原因 28.1 16.7 40.7 21.1 38.5 0.149 0.122
その他 9.0 3.3 3.7 15.8 23.1 0.096 0.004

a 孤独死発生率は分散分析，他はカイ二乗検定（ないし Fisherの直接法）による比較。
b 人口千人あたりの孤独死者数（カッコ内は標準偏差)。
c 各項目に該当する死亡事例を孤独死に含めていた自治体の割合。
d 各項目について情報を把握した自治体の割合。

表 孤独死予防対策の実施状況（単位)

全体 人口 1万人
未満

人口 3万人
未満

人口10万人
未満

人口10万人
以上 P a 傾向分析

（P)

巡回・訪問活動 84.2 83.8 84.7 84.9 82.8 0.925 0.848
緊急連絡システムの構築 53.9 51.4 58.3 58.2 45.1 0.012 0.290
住環境の整備 22.1 17.1 21.1 25.0 24.5 0.141 0.032
災害時対策の整備 13.3 8.1 13.2 15.1 16.7 0.047 0.007
取組地域や団体への支援 8.2 8.6 6.2 11.0 6.4 0.160 0.971
生活援助員やボランティアの育成 7.1 3.6 7.9 6.9 10.3 0.057 0.018
啓発・広報活動の実施 4.4 2.7 4.1 1.7 10.3 0.000 0.003
相談窓口や予防センターの設置 4.0 1.8 2.9 5.1 5.9 0.090 0.013
先進的取組地域への問合せや視察 1.4 0.5 1.2 1.0 2.9 0.141 0.049
条例の発案や制定 0.5 0.9 0.8 0.3 0.0 0.560 0.142
その他 14.7 8.1 12.0 14.0 26.0 0.000 0.000

a カイ二乗検定（ないし Fisherの直接法）による比較。
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高齢者以外（65歳未満）の事例も孤独死とみなして
いた。独居者以外の死亡事例や，自宅以外での死亡

事例は，人口規模に関わらず，それぞれ10～20程
度の自治体が孤独死とみなしていた。自殺を孤独死

に含めていた割合は，大規模自治体ほど有意に高

く，とくに人口規模10万人以上の自治体では，およ
そ 5割（46.2）にのぼった。
孤独死事例の情報については，性別（55.1），
年齢（52.8），死亡から発見までの日数（46.1）
の把握率が，いずれも全体でおよそ5割と高かっ
た。他方，第一発見者（39.3）や死亡原因（28.1）
に関する情報は，相対的に把握率が低かった。死亡

原因を除く各項目の情報把握率は，大規模自治体ほ

ど高い傾向が認められた。

. 孤独死予防対策の実施状況

表 3に結果をまとめた。「巡回・訪問活動」の実
施率が最も高く，人口規模に関わらず 8割を超えて
いた（82.8～84.9）。「緊急連絡システムの構築」
も，人口10万人以上のカテゴリでやや低いものの，
人口規模に関わらず 5割程度（45.1～58.3）の自
治体が実施していた。「住環境の整備」（22.1）と
「災害時対策の整備」（13.3）がこれらに続いて高
い実施率を示したが，傾向分析の結果から，小規模

自治体の実施率が相対的に低いことが明らかとなっ

た。実施率が全体で 5未満と低かった対策は，
「啓発・広報活動の実施」（4.4），「相談窓口や
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表 巡回・訪問活動の担い手（単位)

全体 人口 1万人
未満

人口 3万人
未満

人口10万人
未満

人口10万人
以上 P a 傾向分析

（P)

自治会・ボランティア団体 88.0 87.0 91.2 86.5 87.4 0.431 0.619
行政関連機関 76.4 81.5 79.0 74.3 70.7 0.068 0.007
訪問サービス業者 53.3 33.2 48.3 63.3 67.1 0.000 0.000
家族・地域住民 22.5 29.9 25.9 18.4 16.2 0.004 0.000
警察・消防署員 20.0 22.8 22.4 20.8 12.6 0.056 0.019
医療・介護事業者 17.6 22.8 16.6 16.7 14.4 0.177 0.047
その他 22.3 22.3 22.0 25.7 35.3 0.014 0.005

a カイ二乗検定による比較。

表 孤独死予防対策遂行上の利点と難点（単位)

全体 人口 1万人
未満

人口 3万人
未満

人口10万人
未満

人口10万人
以上 P a 傾向分析

（P)

利点

地域の強いつながり 6.5 11.3 7.9 3.8 3.4 0.001 0.000
目配りの利きやすさ 2.7 7.2 2.5 0.7 1.0 0.000 0.000

難点

人手不足 4.1 3.6 5.4 3.8 3.4 0.692 0.711
支援や関わりの拒否 2.2 2.7 2.1 2.1 2.0 0.943 0.611
地域の弱いつながり 2.1 0.0 2.5 1.4 4.9 0.002 0.003
地理的障害 2.0 1.8 2.5 2.1 1.5 0.907 0.751
住居構造の障害 1.3 0.5 0.4 1.0 3.4 0.028 0.006

その他 2.7 0.9 2.5 2.4 5.4 0.037 0.009

a カイ二乗検定（ないし Fisherの直接法）による比較。
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予防センターの設置」（4.0），「先進的取組地域へ
の問合せや視察」（1.4），「条例の発案や制定」
（0.5）であった。傾向分析の結果，「条例の発案
や制定」を除き，小規模自治体ほどこれらの対策の

実施率が低いことが示された。

. 巡回・訪問活動の担い手

孤独死予防対策として最も多く行われていた「巡

回・訪問活動」の担い手について，表 4にまとめ
た。自治会やボランティアなどの民間組織（88.0）
と，福祉事務所や保健所などの行政関連機関

（76.4）が，多くこの任にあたっていた。配食や
理容（美容）などの訪問サービス業者も，全体で 5
割超（53.3）の自治体で活動に参加しており，と
くに大規模自治体における重要性が高かった。「家

族・地域住民」（22.5），「警察・消防署員」
（20.0），「医療・介護従事者」（17.6）は，他の
担い手と比べると活動への参加率は低いが，小規模

自治体では比較的重要性が高かった。

. 孤独死予防対策遂行上の利点と難点

自由記述で得られた回答を川喜田22)に準じた方法

で項目化と分類を行った結果を表 5に示した。遂行
上の利点は，古くからの近所付き合いが生きてい

る，老人クラブの加入率が高い，などの項目からな

る「地域の強いつながり」および，小さな村なので

一人暮らし高齢者を把握しやすい，小規模自治体の

ため声かけや訪問活動が行いやすい，などの項目か

らなる「目配りの利きやすさ」にまとめられ，それ

ぞれ全体の6.5ないし2.7の自治体から挙げられ
た。いずれの利点も小規模自治体から多く挙げられ

る傾向があった。

これに対して，遂行上の難点に関する回答は 5点
にまとめられた。最も多かったのは，独居高齢者が

多くて把握しきれない，若い人が少なく緊急の場合

の対応が遅れがちになる，などの項目からなる「人

手不足」で，全体の4.1から挙げられた回答であ
った。人口規模群間で有意な傾向差はなかった。次

点の「支援やかかわりの拒否」は，近隣との付き合

いを拒否している方がいる，個人情報を知られたく

ないという意識を持った人が増えた，などの項目か

らなり，全体の2.2の自治体から挙げられた回答
であった。これも人口規模群間で有意な傾向差はな

かった。

3つ目は「地域の弱いつながり」で，自治会組織
が解散した，新興住宅地が増えて住民相互の繋がり
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が弱くなった，などの項目からなる。全体で2.1
の自治体が挙げた回答で，大規模自治体からが多か

った。4つ目の「地理的障害」は，全体で2.0の
自治体が挙げた回答で，人口規模群間に有意差は認

められなかった。総じて，管轄地域が広すぎて対応

が難しい，という回答が多かったが，小規模自治体

からは，離島である，山間地である，積雪が多い地

域である，といった回答も挙げられた。5つ目の
「住居構造の障害」は，高層住宅が多い，オートロ

ックマンションなどの見回りが困難，などの項目か

らなり，全体で1.3の自治体から挙げられた。と
くに大規模自治体からの回答が多かった。

 考 察

. 孤独死調査の実施状況と孤独死問題の位置づ

けについて

孤独死実態調査の実施率は，調査中や調査予定の

自治体を含めても16.8と全体の 2割に満たなかっ
た。他方，孤独死問題の位置づけは，「重要でない」

とする自治体は少ないものの，「重要だが二次的な

問題」と考える自治体が72.0を占めた。ただし，
いずれも人口規模により回答傾向が異なり，大規模

自治体は，孤独死問題を「最優先の課題」とみなす

一方で実態調査の実施率は低い，という結果の「ね

じれ」が認められた。したがって，孤独死問題の重

要性の認識以外の要因，たとえば，調査にかかるコ

ストが，自治体の取り組みを抑制する要因となって

いるのかもしれない。そうであれば，自治体が低コ

ストで孤独死調査を行うことができる方策を講じる

ことが現実的な課題となるだろう。たとえば本調査

では，すでに孤独死調査を行っていると回答した自

治体から，地域包括支援センターや民生委員，自治

会の協力を得ている，とのコメントが多く寄せられ

た。このように，地域の高齢者の生活状況に知悉す

る既存の社会資源を活用する方策は，これから孤独

死調査を行おうとする自治体の参考となるかもしれ

ない。なお，厚生労働省は，2007年の孤立死防止推
進事業11)において1.7億円余りの予算を計上し，「孤
立死の事例収集や要因分析」等を行うための助成金

を78の自治体に交付している。孤独死発生状況の正
確な把握を行う上では，このような国による地方自

治体への補助的取り組みを，より広範に行っていく

ことも重要である。

. 孤独死発生率について

孤独死発生率に人口規模群間で有意差が認められ

なかったことは，我が国における孤独死現象の遍在

性を示唆するものである。本研究で得られた発生率

（人口千人あたり0.10人）を，調査対象年である

2007年の総人口（127,771,000人)23)にあてはめる

と，この年の孤独死発生件数は約 1万 3千件と計算
される。この値は，東京23区での発生率から推計し
て全国で毎年 1万人程度とする見解24)，山形県での

発生率から推計して10万人あたり毎年14人とする見
解10)と一致するものであることから，これをひとま

ず孤独死発生状況の推定値と考えてよいかもしれな

い。ただし，以下で述べるように，本研究では，孤

独の判定基準が自治体により異なることが明らかと

なった。したがって，孤独死の発生状況や推定値の

解釈については，現時点では慎重であるべきだろう。

. 孤独死の判定基準について

上田ら3)は，先行文献で採用されている孤独死の

定義に共通する条件として，1) 自宅内での死亡，

2) 看取りなし，3) 一人暮らし，4) 社会的孤立，

5) 自殺の有無，を挙げている。そのうえで，検死
報告では一人暮らし以外の事例も異状死（刑事法規

上，孤独死が該当する）に含めていること，また，

自殺統計は十分確立された独自データなので孤独死

とは区別すべきであること，を根拠に条件 3と条件

5を除外し，孤独死を「社会との交流が少なく孤立
し，誰にも看取られず自宅敷地内で死亡し，死後発

見される場合」と定義するのが適当だろうと述べて

いる。しかしながら本研究では，非独居者を孤独死

に含めていた自治体は全体の 2割程度（18.0）に
とどまること，人口10万人以上の自治体ではおよそ

5割（46.2）が自殺を孤独死に含めていること，
が明らかとなった。このほか，高齢者以外や自宅以

外での死亡事例を孤独死とすべきか否かの判断が，

自治体により異なることも示された。孤独死者の発

生数については，全国で毎年 2～3万件とする指摘
もあり5,25,26)。本研究で検討した判定基準をすべて

解除すれば，この値に近くなるのかもしれない。い

ずれにせよ，統一された定義のもとで，信頼性や妥

当性の高い孤独死発生数を明らかにすることが，今

後の課題となるだろう。

. 孤独死事例の情報把握率について

先行研究10,26～28)では，孤独死の関連要因につい

て，性別（男性が高リスク），年齢（高齢者が高リ

スク），死亡から発見までの経過時間（おおむね3日
以内だが長ければ1年以上），発見者（最多は家族で
隣人が次点，他に福祉関係者，警官，配達人な

ど），死因（急性心臓死，脳内出血などの病死が主）

などに関する傾向が明らかとなっている。一方，本

研究でこれらの要因に関する情報を各自治体がどの

程度把握しているかを検討したところ，最も把握率

が高かった性別や年齢でも全体で 5割程度（それぞ
れ55.1，52.8）にとどまること，また，小規模
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自治体ほど情報把握率が低いことが示された。孤独

死（異状死）の検案に関わる監察医制度を有する自

治体は，東京都，大阪市，名古屋市などの大都市に

限られることから，地方の小規模自治体は，孤独死

情報の詳細を把握することがとくに難しいのかもし

れない。しかしながら，たとえば Fukukawa12)は，

公営団地（UR賃貸住宅）の通報記録を分析し，居
宅内で緊急事態に陥った場合は，別居の家族よりも

近隣住民からの通報が，救助延命につながりやすい

ことを明らかにしている。このような知見は孤独死

者の属性や死亡状況の把握なしには得られないの

で，各自治体の工夫が求められるところである。

. 孤独死予防対策の実施状況と「巡回・訪問活

動」の担い手について

孤独死予防対策の実施状況は，「巡回・訪問活動」

が全体で 8割超（84.2）と突出した実施率を示し
たほか，「緊急連絡システムの構築」（53.9），「住
環境の整備」（22.1）の実施率も比較的高いこと
が明らかとなった。これら高実施率の対策は，いず

れも高齢者（住民）福祉施策として，かねて多くの

自治体が導入している活動といえる。たとえば，高

齢者が病気やけが等で緊急事態に陥ったとき，しか

るべき機関や人物に事態を通報できる緊急システム

は，1988年（すなわち孤独死への問題意識が高まる

1995年の阪神・淡路大震災以前）に，厚生省（当時）
による補助金制度をきっかけとして全国の自治体に

普及した対策である29)。これに対して，今回の調査

で実施率の低かった「条例の発案や制定」（0.5），
「先進的取組地域への問合せや視察」（1.4），「相
談窓口や予防センターの設置」（4.0）は，いずれ
も孤独死の予防に機能を特化した対策である。これ

らの点から，各自治体は，孤独死を，従来の高齢者

（住民）福祉問題の延長上に捉えていると推測され

る。このことは，孤独死を「最優先の課題」でなく

「重要だが二次的課題」であるとみなす自治体が多

かった傾向とも一致するものであろう。

ところで，今回検討した孤独死対策の多くは，小

規模自治体ほど実施率が低く，「巡回・訪問活動」，

「緊急連絡システムの構築」，「取組地域や団体への

支援」のみが大規模自治体と同程度かそれ以上の実

施率であった（全体的に実施率の低かった「条例の

発案や制定」を除く）。これら小規模自治体で高実

施率の対策は，いずれも社会的ネットワークと関連

している点で共通している。加えて本研究では，小

規模自治体では，大規模自治体よりも，「行政関連

機関」，「家族・地域住民」，「警察・消防署員」，「医

療・介護事業者」といった，さまざまなネットワー

ク要員が，「巡回・訪問活動の担い手」として機能

していることも明らかとなった。地方の農村部など

では，都市部と比べて，現在でも地縁や血縁などの

社会的ネットワークが強いことはよく指摘されると

ころである30,31)。このような背景のもと，小規模自

治体は，社会的ネットワークの機能を強化する方略

に重点を置いて孤独死予防対策を行っていると思わ

れる。

. 孤独死予防対策遂行上の利点と難点について

自由回答の分析結果から，小規模自治体ほど「地

域の強いつながり」や「目配りの利きやすさ」とい

った孤独死予防対策遂行上の利点を挙げ，反対に，

大規模自治体ほど「地域の弱いつながり」を難点に

挙げる傾向が明らかとなった。この傾向は，上述の

ネットワーク機能の地域差に関する考察の傍証であ

るとともに，孤独死リスクを把握するうえで，地域

差に配慮する必要があることを示唆するものであ

る。たとえば本研究では，大規模自治体ほど「住居

構造の障害」を孤独死予防対策遂行上の難点として

挙げていた。阪神・淡路大震災の被災者が暮らす災

害復興公営住宅では，高層階の住人ほど社会的接触

の機会が少なく，孤独死リスクも高いことが指摘さ

れているが32)，本研究でも同様に，マンションの高

層化やオートロック化などが見守りや巡回を困難に

している，との意見が大規模自治体から多く挙げら

れた。したがって，とくに都市部においては，住居

構造（システム）に対応した孤独死予防方略の構築

が必要となるだろう。他方，統計的検定は行ってい

ないが，地域の小規模自治体においては，別荘地へ

の転入者が住民票を移していないため生活状況を把

握しにくい，という意見が散見された。このような

ケースには，もちろん都市部とは異なる対応が必要

となろう。

このほか，本研究では，「人手不足」，「支援やか

かわりの拒否」，「地理的障害」のように，自治体の

規模間で有意差を認めない難点があることも明らか

となった。これらはそれぞれ，高齢化（寄せられた

回答として見回り対象となる高齢者が多すぎる，な

ど。以下同様），情報化（個人情報保護に対する過

剰意識，など），効率化（平成の大合併で管轄地域

が広くなりすぎた，など）という，現在の我が国の

全体的状況から派生した問題のように思われる。そ

の意味で孤独死は，都市や農村といった地域の特徴

に配慮するだけでなく，日本社会の構造や国民意識

の在り方を理解したうえで取り組むべき課題である

ともいえるだろう。

 結 語

本研究では，孤独死を巡る我が国の現状に関し
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て，実態把握ができている自治体が少ないこと，定

義が不統一なまま実態調査が行われていること，個

々の事例の情報把握が不十分であることなどを明ら

かにした。また，孤独死予防対策の実施状況につい

ても，地域差を含むいくつかの傾向を示すことがで

きた。孤独死者数の年次推移や個々の自治体の予防

的取り組みの成果など，本研究で検討できなかった

課題は残る。また，調査票の回収率が53.1にとど
まったことから，本研究の結果が，孤独死を巡る我

が国の現状を十分反映していない可能性も指摘され

よう。それでも，本研究で得られた知見は，今後の

国や自治体における福利厚生施策の基礎的資料とな

るとともに，地域の実情に沿った孤独死対策の立案

や遂行に資するものと考えられる。

本研究は平成19～20年度科学研究費補助金（課題番号
19530561）の助成を受けた。また本論文の一部を第68回
日本公衆衛生学会総会（奈良）で発表した。
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